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【証券情報】
 

（１）【ファンドの名称】

Ｓ－ＭＭＦ（スーパー・マネー・マネージメント・ファンド）（「ファンド」といいます。）

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

元本は１口当たり１円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、

もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用

を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含

め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります

（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

 

（４）【発行（売出）価格】

取得日の前日の基準価額とします。

（「取得日」については、「有価証券報告書 第一部 ファンド情報 第２ 管理及び運営 １ 申込

（販売）手続等 申込価額」の項をご参照ください。）

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

　三菱ＵＦＪ投信株式会社

　お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

　ホームページアドレス　http://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。

毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月

２日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。

 

（５）【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

 

（６）【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

　三菱ＵＦＪ投信株式会社

　お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

再投資される収益分配金については１口単位とします。

 

（７）【申込期間】

平成27年１月23日から平成28年１月22日までです。
（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

 

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

　三菱ＵＦＪ投信株式会社

　お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
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（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する

口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

（10）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

 

（11）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし

たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替

機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

 

（12）【その他】

該当事項はありません。
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【有価証券報告書】
 
第一部【ファンド情報】

 

第１【ファンドの状況】

 

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

信託金の限度額は、３兆円です。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ

び属性区分に該当します。

 

商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
（収益の源泉）

独立区分 補足分類

  株式   
 国内  ＭＭＦ  

単位型  債券  インデックス型
     
 海外 不動産投信 ＭＲＦ  
     

追加型  その他資産  特殊型
 内外 （　　　） ＥＴＦ （　　　）
     
  資産複合   

 

属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替
ヘッジ

対象
インデックス

特殊型

株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （　　　）   
大型株 年４回 北米   ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし   

債券 （隔月） アジア オブ・  その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ  （　　　） ショート型／
公債 （毎月） 中南米    絶対収益
社債 日々 アフリカ    追求型
その他債券 その他 中近東     
クレジット （　　　） （中東）    その他
属性  エマージング    （　　　）
（高格付債）       

不動産投信       
その他資産
（　　　）

      

資産複合       
（　　　）       

 
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉

となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま

す。
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商品分類の定義

単位型・
追加型

単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加設定は一切行われないファンドをいいます。

追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象
地域

国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象
資産

株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。

その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。

資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。

独立区分 ＭＭＦ（ マ ネ ー ・ マ
ネージメント・ファン
ド）

一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
規則」に規定するＭＭＦをいいます。

ＭＲＦ（ マ ネ ー ・ リ
ザーブ・ファンド）

一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
規則」に規定するＭＲＦをいいます。

ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。

補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。

特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの

です。

 

属性区分の定義
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投資対象
資産

株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
ます。

大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。

中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。

債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。

公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。

社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。

その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。

クレジット
属性

目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。

不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。

その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。

資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。

決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。

年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。

年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。

年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。

年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。

日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。

その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
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投資対象
地域

グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。

日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。

北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。

ファンド・オブ・
ファンズ

一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。

為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

対 象 イ ン
デックス

日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。

ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。

その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。

特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。

条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。

ロング・ショート
型／絶対収益追求型

信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。

その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの

です。
 
［ファンドの目的・特色］
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■ファンドの目的

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、元本の安全性に配慮しつつ、安定した

収益の確保をめざします。
 

■ファンドの特色

 

１
 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、元本の安全性に配慮しつ

つ、安定した収益の確保をめざします。

 

 

  

以下の厳格な投資制限を設けることで、元本の安全性に配慮します。
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 ■投資対象資産の信用格付についての制限

原則として、投資対象とする資産は、取得時において２社以上の信用格付業者等
※１

より

次の信用格付を取得しているものに限ります。

長期信用格付：Ａ３／Ａ－格相当以上　または　短期信用格付：Ｐ-２／Ａ-２格相当以上

※１ ファンドが採用する信用格付業者等　・・・　ムーディーズ・インベスターズ・サービス

（Moody's）、スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）、格付投資情報センター（R&I）、日本格付

研究所(JCR)

・ わが国の国債および政府保証債等は上記制限の対象外です。

・ １社の信用格付業者等からのみ信用格付を取得しているもの、もしくは信用格付を取得していない

ものについては、委託会社が上記と同等の信用度を有すると判断したものに限り、投資することが

できます。

・ ３社以上の信用格付業者等から信用格付を取得している場合は、低位２社の信用格付を基準にし

ます（取引期間が５営業日以内のコール・ローンにより運用する場合を除きます）。

 

ねらい ☞　信用力が高い資産に投資することで、発行者の経営不振等による基準価額下落

リスクを低減します。

 
■組入資産の残存期間についての制限

原則として、組入資産は次の残存期間に関する制限を満たすものとします。

各組入資産の残存期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　： １年以内

ファンド全体の組入資産の平均残存期間　　　　　　　： 60日以内

 

ねらい ☞　一般に、債券等は残存期間が長いほど金利変動の影響による価格変動が大きく

なるため、組入資産の残存期間を短くすることで、金利変動の影響による基準価

額変動リスクを低減します。
 
■同一法人等が発行した資産への投資比率についての制限

原則として、同一法人等が発行した資産への投資比率は、取得時において次の通りとしま

す。

一定の信用格付基準を満たす資産
※２ ：　純資産総額の５％以下

上記以外の資産 ：　純資産総額の１％以下

※２ ２社以上の信用格付業者等からＡａ３格もしくはＡＡ－格相当以上の長期信用格付またはＰ-１格

もしくはＡ-１格相当の短期信用格付を取得している資産

・ わが国の国債、政府保証債および受託会社におけるオーバーナイトの指定金銭信託等は上記制

限の対象外です。

・ 取引期間が５営業日以内のコール・ローンによる運用については、同一の取引先に対する組入資

産の合計が信託財産の純資産総額の25％以下とします。

 
ねらい ☞　組入資産の発行体を分散させることで、一発行体の信用状況が悪化した場合等

における資産価格の下落が基準価額に与える影響を小さくします。
 
■外貨建資産についての制限

為替リスクの生じないもの（＝円貨で約定し円貨で決済するもの）に限り投資することができ

ます。

 

ねらい ☞　為替変動の影響により価格が変動する資産への投資を行わないことで、為替変

動が直接的に基準価額に与える影響を排除します。
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＜信用格付について＞
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２  いつでも購入・換金が可能です。

   
購入・換金にあたり、手数料や信託財産留保額をご負担いただくことはありません。

 
  ■購入について

販売会社が正午までに購入代金を受領した場合… 購入申込受付日当日が取得日と

なります。
※

販売会社が正午過ぎに購入代金を受領した場合… 購入申込受付日の翌営業日が
取得日となります。

※ 販売会社によっては、購入申込受付日の翌営業日が取得日となります。

（注）購入価額は取得日の前日の基準価額となります。なお、基準価額が１口当たり１円を下回っ

たときは、お取扱いが異なります。詳しくは販売会社にご確認ください。
 

■換金代金のお支払いについて

原則として、換金申込受付日の翌営業日から換金代金をお支払いします。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

 

 

３
 毎日決算を行い、運用収益の全額を分配します。原則として、収益分配金は、毎月の最終営

業日に１ヵ月分をまとめて、収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、再投資されます。

   
収益分配金は、運用実績により変動します。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

ついて保証するものではありません。  

 

上記以外の投資制限として、以下のものがあります。

・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

 

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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（２）【ファンドの沿革】

平成14年10月24日 設定日、信託契約締結、運用開始

平成17年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株

式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継

 

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）   

　　　お申込金↓↑収益分配金、解約代金等  

販売会社
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
金の支払いの取扱い等を行います。

 

　　　お申込金↓↑収益分配金、解約代金等  

受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託

　　　　銀行株式会社）

 
 委託会社（委託者）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

 

 
信託財産の保管・管理等を行います。

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
います。

 

　　　　　投資↓↑損益  

有価証券等   

 

②委託会社と関係法人との契約の概要

 概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社として

の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め

られています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す

る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ

た信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「募集・販売の取扱い等に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配

金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が

定められています。

 

③委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成26年10月末現在）

・沿革

平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会

社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合

併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成26年10月末現在）

株　主　名 住　　所 所有株式数 所有比率

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 62,050株 50.0％

株式会社三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループ
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,025株 25.0％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,023株 25.0％
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を図ります。

わが国の国債証券、政府保証付債券および政府または日本銀行が保証する取引等（以下「国債等」

といいます。）以外の資産で投資することができるものは、受託会社におけるオーバーナイトの指

定金銭信託を除き、取得時において２社以上の信用格付業者等（金融商品取引法第２条第36項に規

定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の３第２項に規定する特定関係

法人をいう。以下同じ。）からＡ３格もしくはＡ－格相当以上の長期信用格付またはＰ－２格もし

くはＡ－２格相当以上の短期信用格付を取得しているもの、また１社の信用格付業者等からのみ信

用格付を取得している場合もしくは信用格付を取得していない場合には、取得時において委託会社

が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものに限ります。なお、３社以上の信用格付業

者等より信用格付を取得している場合は、取引期間が５営業日以内のコール・ローンにより運用す

る場合を除き、当該信用格付のうち低位２社の信用格付を基準にします（下記（５）投資制限にお

いて同じ。）。

組入資産（現先取引により取得したものを除きます。）は、受渡日から償還日までの期間が１年を

超えないものとし、組入資産の平均残存期間は原則として60日を超えないものとします。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

 

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項

で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託

約款に定める次のものに限ります。）

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。

１．国債証券

２．地方債証券

３．特別の法律により法人の発行する債券

４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予

約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法

第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当

該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに

会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいま

す。）に限ります。）

５．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま

す。）

６．コマーシャル・ペーパー

７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から６．の証券の性質を有するも

の。

８．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。）

９．外国法人が発行する譲渡性預金証書

10．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。）
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11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの

12．外国の者に対する権利で11．の有価証券の性質を有するもの

なお、１．から５．までの証券ならびに７．の証券または証書のうち１．から５．までの証券の

性質を有するものを以下「公社債」といいます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま

す。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

 

（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた

投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指

示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の

執行を行います。

⑤投資行動のモニタリング１

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか

どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

⑥投資行動のモニタリング２

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法

令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を

通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当

部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス

ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（５名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全

性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性

を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報

告される、内部監査態勢が構築されています。

 

さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、

質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

 

（４）【分配方針】

①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

日々の収益（元本超過額）の全額を分配します。

②収益（元本超過額）とは、下記の１．に掲げる収益等の合計額から下記の２．に掲げる経費等の

合計額を控除して計算した金額をいいます。ただし、決算時において損失（下記の１．の合計額

が下記の２．の合計額に満たない場合の当該差額をいいます。）を生じた場合は、当該損失額を

繰越欠損金として次期に繰り越すものとします。

１．毎計算期間における利子、貸付有価証券に係る品貸料またはこれに類する収益、売買・償還

等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金

２．毎計算期間における信託報酬、支払利息、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補

てん額、その他費用、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税に相当す

る金額（「消費税等相当額」といいます。）

 

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①同一法人等が発行したもしくは取り扱う投資対象資産（国債等および受託会社におけるオーバー

ナイトの指定金銭信託を除きます。下記②において同じ。）への投資の合計額は、２社以上の信

用格付業者等からＡａ３格もしくはＡＡ－格相当以上の長期信用格付またはＰ－１格もしくはＡ

－１格相当の短期信用格付を取得しているものについては、取得時において信託財産の純資産総

額の５％以下とします。

②上記①に定める信用格付を取得している投資対象資産に投資する場合を除いては、同一法人等が

発行したもしくは取り扱う投資対象資産への投資の合計額は、取得時において信託財産の純資産

総額の１％以下とします。
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③取引期間が５営業日以内のコール・ローンによる運用については、上記①および②の規定にかか

わらず、原則として同一の取引先に対する組入資産の合計が信託財産の純資産総額の25％以下と

します。

④外貨建資産

外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの（為替リス

クの生じないもの）に限るものとし、投資割合には制限を設けません。

⑤投資信託証券

投資信託証券への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等

ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の

金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げる

ものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに

掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券に係るこ

れらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取

引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対

象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま

す。

２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象

有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに

受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払

金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に

係る利払金および償還金等ならびに（２）投資対象③金融商品の指図範囲の１．から４．に

掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑥で規定する全オプショ

ン取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら

ない範囲内とします。

ｂ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引

所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における

わが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができ

ます。

１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対

象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等な

らびに（２）投資対象③金融商品の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用されて

いるものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内としま

す。

２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が

限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに（２）投資対象③金

融商品の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合計

額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ⑥で規

定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総

額の５％を上回らない範囲内とします。

⑦スワップ取引

ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを

回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交

換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。

ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、

信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、

上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超え
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ることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部

の解約を指図するものとします。

ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価

するものとします。

ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑧信用取引

信用取引の指図は行いません。

⑨外国為替予約取引

委託会社は、円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された有価証券

が、円貨での決済が困難になる事態が発生した場合に限り、当該外貨建資産の為替ヘッジのた

め、外国為替の売買の予約を指図することができます。ただし、この場合においては、可能な限

り速やかに当該外貨建資産を売却します。

⑩有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑪資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金

借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借

入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が20営業日以内であ

る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合

計額を限度とします。

ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑫有価証券の貸付

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸し付けるこ

との指図をすることができます。ただし、当該貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面

金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ．ａ．ただし書に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超

える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。

⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる

場合には、制限されることがあります。

⑭デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバ

ティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標

に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会

規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

 

３【投資リスク】

（１）投資リスク

当ファンドは、前述の通り、厳格な投資制限を設けて運用を行うことで組入債券の価格変動リスク

等には細心の注意を払いますが、それによってリスクが完全に解消されるものではありません。

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら

の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により

損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。
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当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際

は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

 

①市場リスク

（価格変動リスク）

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け

公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことが

あります。

②信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが

予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価

格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が

不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、

基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

③流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規

制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流

動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却

を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があ

ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

 

※留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）

の適用はありません。

 

（２）投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、

①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ

トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク

運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体

制を構築しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

 

①市場リスク

（価格変動リスク）

市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特

性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲で

コントロールしています。

また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリン

グ等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

②信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲

での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、

市場リスクと同様の管理体制をとっています。

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし

て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う

よう努めています。

③流動性リスク

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す

ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流

動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

 

（３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

 

（２）【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

 

（３）【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年１％以内の率で次に掲げる率

（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。

１．計算日の信託報酬控除前の運用収益率（収益等（繰越利益金を除きます。）の合計額から経

費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額を、計算日における信託元本の額で

除して得た率を年率換算したものをいいます。）が年８％超のとき、当該計算日の信託報酬

率は年１％以内の率とします。

２．計算日の信託報酬控除前の運用収益率が年１％超８％以下のとき、当該計算日の信託報酬率

は当該運用収益率に0.1を乗じて得た率に年0.2％の率を加えた率以内の率とします。

３．計算日の信託報酬控除前の運用収益率が年１％以下のとき、当該計算日の信託報酬率は当該

運用収益率に0.3を乗じて得た率以内の率（ただし、下限は０とします。）とします。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。

したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社 販売会社
（※） 受託会社

信託報酬に0.23を乗じた額 信託報酬に0.69を乗じた額 信託報酬に0.08を乗じた額

（※）販売会社の配分には、消費税等相当額が含まれます。なお、消費税率に応じて変更となることがありま

す。

信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産から支払われます。

 

（４）【その他の手数料等】

①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎月の最終営業日または

信託終了のときに信託財産から支払われます。

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息お

よび借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が

含まれます。

 

（＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

限額等を表示することができません。

 

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応

じて異なりますので、表示することができません。
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◇費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名 直接・間接
※ 説明

申込手数料 直接
商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する

事務手続等の対価

換金（解約）手数料 直接 商品の換金に関する事務手続等の対価

信託財産留保額 直接

信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費

用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に

留保される額

信託報酬 間接

（委託会社（再委託先への報酬を含む場合がありま

す。））

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、

基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（販売会社）

分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、

交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供

等の対価

（受託会社）

投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の

対価

監査報酬 間接
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるた

めの費用

売買委託手数料 間接 有価証券等を売買する際に発生する費用

保管費用

（カストディフィー）
間接 外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

 

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。

受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに償還時の元本超過額については、20.315％（所得税

15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉分離課税されます。

 

ファンドはマル優制度の対象となっています。マル優制度利用の場合、ひとり元金350万円（既に利

用している場合は、その金額を差し引いた額）までについて、上記の税金はかかりません。ただ

し、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行えない場合があります。

 

◇マル優制度（少額貯蓄非課税制度）について

マル優制度（少額貯蓄非課税制度）は、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度のことです。

障害者等とは、遺族基礎年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けて

いる人など一定の要件に該当する人をいいます。

 

※上記は平成26年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】

（１）【投資状況】
   平成26年10月31日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

国債証券 日本 2,599,993,489 74.88

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 872,069,384 25.12

 純資産総額  3,472,062,873 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄

      平成26年10月31日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 償還期限 比率

   （千円） 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

日本 第４９０回国庫短期証券 国債証券 ― 300,000
99.99

99.9999
299,999,704
299,999,704

―
2015/02/09 8.64

日本 第４６９回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9997
199,999,536
199,999,536

―
2014/11/04 5.76

日本 第４８１回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9997
199,999,440
199,999,440

―
2014/12/22 5.76

日本 第４８２回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9996
199,999,333
199,999,333

―
2015/01/08 5.76

日本 第４８８回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9996
199,999,296
199,999,296

―
2015/01/26 5.76

日本 第４７１回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9993
199,998,752
199,998,752

―
2014/11/10 5.76

日本 第４８５回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9992
199,998,437
199,998,437

―
2015/01/19 5.76

日本 第４７３回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9989
199,997,906
199,997,906

―
2014/11/17 5.76

日本 第４７５回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9981
199,996,344
199,996,344

―
2014/11/25 5.76

日本 第４７６回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9972
199,994,565
199,994,565

―
2014/12/01 5.76

日本 第４８３回国庫短期証券 国債証券 ― 200,000
99.99

99.9965
199,993,110
199,993,110

―
2015/01/13 5.76

日本 第３２７回利付国債（２年） 国債証券 ― 100,000
100.02

100.0242
100,024,296
100,024,296

0.100000
2015/04/15 2.88

日本 第４８６回国庫短期証券 国債証券 ― 100,000
99.99

99.9991
99,999,124
99,999,124

―
2014/12/03 2.88

日本 第４７８回国庫短期証券 国債証券 ― 100,000
99.99

99.9936
99,993,646
99,993,646

―
2015/03/10 2.88

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成26年10月31日現在

種類／業種別 投資比率(％)

国債証券 74.88

合　計 74.88

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記特定期間末日および平成26年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推

移は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

平成16年10月24日～平成17年 4月23日

（平成17年 4月23日）
2,464,167,746 10,000 

平成17年 4月24日～平成17年10月23日

（平成17年10月23日）
2,469,676,417 10,000 

平成17年10月24日～平成18年 4月23日

（平成18年 4月23日）
2,324,564,527 10,000 

平成18年 4月24日～平成18年10月23日

（平成18年10月23日）
2,768,967,748 10,000 

平成18年10月24日～平成19年 4月23日

（平成19年 4月23日）
3,715,548,879 10,000 

平成19年 4月24日～平成19年10月23日

（平成19年10月23日）
4,290,981,727 10,000 

平成19年10月24日～平成20年 4月23日

（平成20年 4月23日）
4,484,472,427 10,000 

平成20年 4月24日～平成20年10月23日

（平成20年10月23日）
4,562,659,730 10,000 

平成20年10月24日～平成21年 4月23日

（平成21年 4月23日）
4,359,735,523 10,000 

平成21年 4月24日～平成21年10月23日

（平成21年10月23日）
4,056,499,773 10,000 

平成21年10月24日～平成22年 4月23日

（平成22年 4月23日）
3,949,596,154 10,000 

平成22年 4月24日～平成22年10月23日

（平成22年10月23日）
3,488,933,732 10,000 

平成22年10月24日～平成23年 4月23日

（平成23年 4月23日）
3,381,919,746 10,000 

平成23年 4月24日～平成23年10月23日

（平成23年10月23日）
3,371,074,205 10,000 

平成23年10月24日～平成24年 4月23日

（平成24年 4月23日）
3,458,519,151 10,000 

平成24年 4月24日～平成24年10月23日

（平成24年10月23日）
3,466,426,385 10,000 

平成24年10月24日～平成25年 4月23日

（平成25年 4月23日）
3,458,038,354 10,000 

平成25年 4月24日～平成25年10月23日

（平成25年10月23日）
3,593,262,025 10,000 

平成25年10月24日～平成26年 4月23日

（平成26年 4月23日）
3,580,086,931 10,000 

平成26年 4月24日～平成26年10月23日

（平成26年10月23日）
3,483,438,854 10,000 

平成25年10月末日 3,593,845,447 10,000 

11月末日 3,607,769,949 10,000 

12月末日 3,598,503,470 10,000 

平成26年 1月末日 3,560,164,118 10,000 

2月末日 3,587,944,918 10,000 

3月末日 3,576,788,673 10,000 

4月末日 3,586,979,597 10,000 

5月末日 3,579,952,930 10,000 

6月末日 3,558,720,427 10,000 

7月末日 3,545,781,359 10,000 

8月末日 3,522,599,174 10,000 

9月末日 3,485,932,847 10,000 
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10月末日 3,472,062,873 10,000 

 

②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

平成16年10月24日～平成17年 4月23日 0円08銭8厘

平成17年 4月24日～平成17年10月23日 0円04銭5厘

平成17年10月24日～平成18年 4月23日 0円27銭4厘

平成18年 4月24日～平成18年10月23日 7円08銭3厘

平成18年10月24日～平成19年 4月23日 13円41銭9厘

平成19年 4月24日～平成19年10月23日 19円20銭8厘

平成19年10月24日～平成20年 4月23日 18円76銭9厘

平成20年 4月24日～平成20年10月23日 19円49銭5厘

平成20年10月24日～平成21年 4月23日 12円02銭3厘

平成21年 4月24日～平成21年10月23日 5円49銭6厘

平成21年10月24日～平成22年 4月23日 4円25銭6厘

平成22年 4月24日～平成22年10月23日 3円79銭9厘

平成22年10月24日～平成23年 4月23日 3円69銭8厘

平成23年 4月24日～平成23年10月23日 3円32銭7厘

平成23年10月24日～平成24年 4月23日 3円22銭8厘

平成24年 4月24日～平成24年10月23日 3円25銭7厘

平成24年10月24日～平成25年 4月23日 3円00銭5厘

平成25年 4月24日～平成25年10月23日 2円69銭9厘

平成25年10月24日～平成26年 4月23日 1円98銭8厘

平成26年 4月24日～平成26年10月23日 1円40銭
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

平成16年10月24日～平成17年 4月23日 0.00

平成17年 4月24日～平成17年10月23日 0.00

平成17年10月24日～平成18年 4月23日 0.00

平成18年 4月24日～平成18年10月23日 0.07

平成18年10月24日～平成19年 4月23日 0.13

平成19年 4月24日～平成19年10月23日 0.19

平成19年10月24日～平成20年 4月23日 0.18

平成20年 4月24日～平成20年10月23日 0.19

平成20年10月24日～平成21年 4月23日 0.12

平成21年 4月24日～平成21年10月23日 0.05

平成21年10月24日～平成22年 4月23日 0.04

平成22年 4月24日～平成22年10月23日 0.03

平成22年10月24日～平成23年 4月23日 0.03

平成23年 4月24日～平成23年10月23日 0.03

平成23年10月24日～平成24年 4月23日 0.03

平成24年 4月24日～平成24年10月23日 0.03

平成24年10月24日～平成25年 4月23日 0.03

平成25年 4月24日～平成25年10月23日 0.02

平成25年10月24日～平成26年 4月23日 0.01

平成26年 4月24日～平成26年10月23日 0.01

（注）「収益率」とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から
当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」）
を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

 

（４）【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

平成16年10月24日～平成17年 4月23日 125,317,500 80,566,900 2,464,167,530

平成17年 4月24日～平成17年10月23日 108,950,521 103,441,642 2,469,676,409

平成17年10月24日～平成18年 4月23日 148,689,925 293,802,034 2,324,564,300

平成18年 4月24日～平成18年10月23日 619,827,266 175,424,023 2,768,967,543
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平成18年10月24日～平成19年 4月23日 1,454,741,853 508,160,791 3,715,548,605

平成19年 4月24日～平成19年10月23日 1,571,677,903 996,244,969 4,290,981,539

平成19年10月24日～平成20年 4月23日 1,077,399,896 883,909,180 4,484,472,255

平成20年 4月24日～平成20年10月23日 842,599,125 764,411,847 4,562,659,533

平成20年10月24日～平成21年 4月23日 497,771,120 700,695,215 4,359,735,438

平成21年 4月24日～平成21年10月23日 271,175,008 574,411,020 4,056,499,426

平成21年10月24日～平成22年 4月23日 259,223,661 366,127,318 3,949,595,769

平成22年 4月24日～平成22年10月23日 137,973,803 598,636,168 3,488,933,404

平成22年10月24日～平成23年 4月23日 221,091,869 328,105,629 3,381,919,644

平成23年 4月24日～平成23年10月23日 157,167,500 168,013,191 3,371,073,953

平成23年10月24日～平成24年 4月23日 261,529,147 174,084,206 3,458,518,894

平成24年 4月24日～平成24年10月23日 167,023,045 159,115,641 3,466,426,298

平成24年10月24日～平成25年 4月23日 297,503,798 305,891,907 3,458,038,189

平成25年 4月24日～平成25年10月23日 375,626,925 240,403,132 3,593,261,982

平成25年10月24日～平成26年 4月23日 285,337,839 298,513,058 3,580,086,763

平成26年 4月24日～平成26年10月23日 237,652,495 334,300,678 3,483,438,580
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［参考情報］
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第２【管理及び運営】

 

１【申込（販売）手続等】

申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。

申込単位 販売会社が定める単位

申込価額 取得日の前日の基準価額

＜取得日＞

１．販売会社が正午までに申込代金を受領した場合は、申込受付日が取得日となり

ます。

２．販売会社が正午過ぎに申込代金を受領した場合は、申込受付日の翌営業日が取

得日となります。

なお、販売会社によっては、１．の場合においても申込受付日の翌営業日を取得日

とすることがあります。

詳しくは販売会社にてご確認ください。

申込価額の

算出頻度

原則として、毎日計算されます。

申込単位・

申込価額の

照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

　三菱ＵＦＪ投信株式会社

　お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

　（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

　ホームページアドレス　http://www.am.mufg.jp/

申込手数料 ありません。

申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によって

は別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合

は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

マル優制度（少額貯蓄非課税制度）を利用する場合、取得申込者はマル優の適格者

である旨を確認できる公的書類を持参のうえ、「非課税貯蓄申込書」、「非課税貯

蓄申告書」を提出するものとします。ただし、販売会社によってはマル優制度の取

扱いを行えない場合があります。

申込受付時間 販売会社が定める時間

その他 ・ファンドの取得申込みを行うことができるのは個人に限ります。

・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な

い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた

取得申込みを取り消すことがあります。

・販売会社は、正午までに申込代金を受領しようとする場合において、前日の基準

価額が１口当たり１円を下回っているときは、取得申込みを受け付けません。

・販売会社が正午過ぎに申込代金を受領した場合において、翌営業日の前日の基準

価額が１口当たり１円を下回ったときは、原則として、それ以降最初に取得に係

る基準価額が１口当たり１円となった日の基準価額による取得申込みとみなしま

す。

・当月の最終営業日の前日の基準価額が１口当たり１円を下回ったときの分配金再

投資に係る取得申込みは、原則として、それ以降最初に取得に係る基準価額が１

口当たり１円となった日の基準価額による取得申込みとみなします。

・ファンドの規模等を勘案し、委託会社の判断により申込みに制限を設ける場合が

あります。
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２【換金（解約）手続等】

解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。

解約単位 １口単位

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額

信託財産

留保額

ありません。

解約価額の

算出頻度

原則として、毎日計算されます。

解約価額の

照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

　三菱ＵＦＪ投信株式会社

　お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

　（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

支払開始日 原則として解約請求受付日の翌営業日から販売会社において支払います。

解約請求

受付時間

販売会社が定める時間

その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他

やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け

付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中

止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を

撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約

請求を受け付けたものとします。

委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設け

る場合があります。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されます。

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の

算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。
（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を

除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一

部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を

いいます。

（主な評価方法）

公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金

融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれ

かの価額で評価します。ただし、残存期間１年以内の公社債等については、原則とし

て、取得価額と償還価額の差額を日割計算し日々計上することにより評価します。

外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値

により評価します。

基準価額の

算出頻度

原則として、毎日計算されます。

基準価額の

照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

　三菱ＵＦＪ投信株式会社

　お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

　（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

　ホームページアドレス　http://www.am.mufg.jp/
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（２）【保管】

受益証券の

保管

該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

信託期間 平成14年10月24日から無期限

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることが

あります。

 

（４）【計算期間】

計算期間 信託期間中の各１日

 

（５）【その他】

ファンドの

償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受

託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

・受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認

めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取

消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に

届け出ます。

信託約款の

変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発

生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意の

うえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようと

するときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記

の手続きにしたがいます。

ファンドの

償還等に

関する

開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を

行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則として

これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係る

すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の

期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

異議申立て

および

反対者の

買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変

更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対

して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己

に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができま

す。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。そ

の場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、か

つ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、こ

の信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。）。

関係法人との

契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の

期間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何ら

の意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様と

します。

交付運用報告

書

 

委託会社は、毎年３月、９月および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし

て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等

があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
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委託会社の

事業の譲渡

および承継に

伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業

の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事

業を承継させることがあります。

受託会社の

辞任および

解任に伴う

取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会

社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受

益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した

場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にし

たがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、

委託会社はファンドを償還させます。

信託事務処理

の再信託

受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託

銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信

託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレス

に掲載します。

　http://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生

じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

４【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に

対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有しま

す。

・収益分配金は、原則として、課税後、毎月の最終営業日に１ヵ月分をまとめて、

累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替

口座簿に記載または記録されます。なお、解約時あるいは償還時に当該受益権に

帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社にご

確認ください。

・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。

・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失います。

償還金に

対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日

までに支払いを開始します。

・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。

・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請

求しないときは、その権利を失います。

換金（解約）

請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。

・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。

（「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。）
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第３【ファンドの経理状況】

 

１　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（平成26年

4月24日から平成26年10月23日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受け

ております。
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１【財務諸表】
【Ｓ－ＭＭＦ（スーパー・マネー・マネージメント・ファンド）】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

前期
［ 平成26年4月23日現在 ］

当期
［ 平成26年10月23日現在 ］

資産の部

流動資産

金銭信託 362,171 509,284

コール・ローン 480,000,000 683,000,000

国債証券 2,599,865,113 2,499,986,853

現先取引勘定 499,967,500 300,000,000

未収利息 1,974 3,450

流動資産合計 3,580,196,758 3,483,499,587

資産合計 3,580,196,758 3,483,499,587

負債の部

流動負債

未払収益分配金 76,038 41,727

未払受託者報酬 2,591 1,415

未払委託者報酬 29,930 16,367

その他未払費用 1,268 1,224

流動負債合計 109,827 60,733

負債合計 109,827 60,733

純資産の部

元本等

元本 ※1 3,580,086,763 ※1 3,483,438,580

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 168 274

元本等合計 3,580,086,931 3,483,438,854

純資産合計 3,580,086,931 3,483,438,854

負債純資産合計 3,580,196,758 3,483,499,587
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

前期
自 平成25年10月24日

至 平成26年 4月23日

当期
自 平成26年 4月24日

至 平成26年10月23日

営業収益

受取利息 303,161 261,316

有価証券売買等損益 724,397 456,990

営業収益合計 1,027,558 718,306

営業費用

受託者報酬 24,275 16,879

委託者報酬 280,160 194,856

その他費用 9,326 9,510

営業費用合計 313,761 221,245

営業利益 713,797 497,061

経常利益 713,797 497,061

当期純利益 713,797 497,061

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 － －

期首剰余金又は期首欠損金（△） 43 168

分配金 ※1 713,672 ※1 496,955

期末剰余金又は期末欠損金（△） 168 274
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報

会社等の提供する理論価格で評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

 
 

前期

［ 平成26年4月23日現在 ］

当期

［ 平成26年10月23日現在 ］

    
※１期首元本額 3,593,261,982円 3,580,086,763円

 期中追加設定元本額 285,337,839円 237,652,495円

 期中一部解約元本額

 

298,513,058円 334,300,678円

２ 受益権の総数

 

3,580,086,763口 3,483,438,580口

３ １口当たり純資産額 1.0000円 1.0000円

 （１万口当たり純資産額） （10,000円） （10,000円）
    
 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期（自 平成25年10月24日　至 平成26年4月23日）

※１ 分配金の計算過程  
 

日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。

なお、当特定期間に係る分配対象収益の合計額は713,840円、分配金額の合計額は713,672円であります。
 
当期（自 平成26年4月24日　至 平成26年10月23日）

※１ 分配金の計算過程  
 

日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。

なお、当特定期間に係る分配対象収益の合計額は497,229円、分配金額の合計額は496,955円であります。
 
（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

 
区　分

前期

（ 自 平成25年10月24日

至 平成26年 4月23日 ）

当期

（ 自 平成26年 4月24日

至 平成26年10月23日 ）

１ 金融商品に対する取組

方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する

法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定

める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品へ

の投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基

づき行っております。

同　左

２ 金融商品の内容及び当

該金融商品に係るリス

ク

当ファンドは、公社債に投資しております。当該

投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用

リスクおよび流動性リスクに晒されております。

同　左

３ 金融商品に係るリスク

管理体制

ファンドのコンセプトに応じて、適切にコント

ロールするため、委託会社では、運用部門におい

て、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握

しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範

囲で運用を行っております。

また、運用部門から独立した管理担当部署により

リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を

行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて

運用部門にフィードバックされます。

同　左

 

２　金融商品の時価等に関する事項

 区　分
前期

［ 平成26年4月23日現在 ］

当期

［ 平成26年10月23日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時

価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同　左

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

同　左
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（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

 前期

［ 平成26年4月23日現在 ］

当期

［ 平成26年10月23日現在 ］

種　類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

国債証券 3,032 954

合計 3,032 954

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（４）【附属明細表】

 

第１　有価証券明細表

 

（１）株式

該当事項はありません。

 

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類 銘　柄 券面総額 評　価　額 備　考

国債証券 第３２７回利付国債（２年） 100,000,000 100,025,472  

第４６８回国庫短期証券 200,000,000 199,999,540  

 第４６９回国庫短期証券 200,000,000 199,998,320  

 第４７１回国庫短期証券 200,000,000 199,997,696  

 第４７３回国庫短期証券 200,000,000 199,996,890  

 第４７５回国庫短期証券 200,000,000 199,995,128  

 第４７６回国庫短期証券 200,000,000 199,993,117  

 第４７８回国庫短期証券 100,000,000 99,993,254  

 第４８１回国庫短期証券 200,000,000 199,999,360  

 第４８２回国庫短期証券 200,000,000 199,999,261  

 第４８３回国庫短期証券 200,000,000 199,992,374  

 第４８５回国庫短期証券 200,000,000 199,998,285  

 第４８６回国庫短期証券 100,000,000 99,998,908  

 第４８８回国庫短期証券 200,000,000 199,999,248  

 　国債証券　小計 2,500,000,000 2,499,986,853  

 　合計 2,500,000,000 2,499,986,853  

 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成26年10月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 3,772,065,073  

Ⅱ 負 債 総 額 300,002,200  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,472,062,873  

Ⅳ 発 行 済 口 数 3,472,062,578 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
1.0000

（ １万口当たり 10,000
 

）
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

（１）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者

が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証

券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、

受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

 

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

 

（３）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

 

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益

権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に

記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの

でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位

機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の

記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる

場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき

は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

 

（５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対

抗することができません。

 

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払

い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほ

か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
 

第１【委託会社等の概況】

 

１【委託会社等の概況】

「報告書代替書面」における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

 

３【委託会社等の経理状況】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

 

（１）【貸借対照表】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。

 

（２）【損益計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。

 

（３）【株主資本等変動計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと

おりです。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

る行為が禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる

おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし

くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣

府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業

者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以

下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している

ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める

要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ

ティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行

うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投

資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ

れのあるものとして内閣府令で定める行為

 

５【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（平成26年３月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

 

（２）販売会社

①名称
②資本金の額

（平成26年３月末現在）
③事業の内容

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。

 

２【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

 

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を

行います。

 

３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成26年10月末現在）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0％（62,050株）、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

は25.0％（31,023株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以

上のものを記載しています。
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第３【参考情報】

 

１　当特定期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

 

 

平成26年８月１日　　　臨時報告書

 

平成26年７月22日　　　有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

 

平成26年５月１日　　　臨時報告書

 

 

２　その他

 

（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形

態、申込みに係る事項などを記載することがあります。

 

（２）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

 

（３）目論見書に以下の内容を記載することがあります。

・当ファンドの受益権の価額は、公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信

用状況の変化等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさま

の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがありま

す。

・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。

・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。

・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構

の保護の対象ではありません。

・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。

・当ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。

 

（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることが

あります。

 

（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティング

を使用することがあります。

 

（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

 

（７）目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレス

をコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準

価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

平成26年12月３日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

あらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　和田　渉　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

掲げられているＳ－ＭＭＦ（スーパー・マネー・マネージメント・ファンド）の平成26年４月24日から平成26年10月23

日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査

を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

Ｓ－ＭＭＦ（スーパー・マネー・マネージメント・ファンド）の平成26年10月23日現在の信託財産の状態及び同日を

もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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